
資料２

(社)日本労働安全衛生コンサルタント会
の改革案について ≪改革案説明資料≫



(社)日本労働安全衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ会の改革案について

役員 ▲３１名
（常勤▲１名、非常勤▲３０名）

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞

役員５３名(うち常勤１名)

職員 ７名(うち常勤６名)

≪削減数≫

－

≪削減額≫

固定資産（土地・建物）なし

▲0.2億円

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度概算要求＞
１．１億円
(委託費)

０．８億円
(委託費)

０．６億円
(委託費) ≪削減額≫

Ｈ２２年度、企画競争方式で当法人
に委託している委託事業について、
今後、一般競争入札(最低価格落札
方式)による調達の実施を予定

≪今後の対応≫

平成21年度 平成22年度 削減数

役員 ３/５３人中 １/５２人中 ▲２

職員 ２/７人中 ２/７人中 －

１．ヒト（組織のスリム化）

２．モノ（余剰資産などの売却）

３．カネ（国からの財政支出の削減）

改革効果

国家公務員
OB関連

役員：ＯＢの常勤役員は、Ｈ22年6
月23日付けで退任。

職員：ＯＢ職員の退職（Ｈ23年3月）

後の採用については公募を実施予
定。

役員５２名(うち常勤１名)

職員 ７名(うち常勤６名)

役員２１名(うち常勤０名)

職員 ７名(うち常勤６名)

（各年度4月1日現在）



４．事務・事業の改革

○ 労働安全・労働衛生コンサルタント登録事務（指定事業）
Ｈ２０年度まで単年度収支が赤字基調であったことから、事務経費の縮減を図るなど更
なる経費節減に努め、単年度収支の均衡を図る。

○ 生涯研修センター運営基金（※）の見直し
本基金については、会員向けの能力向上研修のための基金及び登録事務運営の安定のため
の基金とする。

※ コンサルタントの生涯を通じたスキルアップ事業の創設に当たり、支援システムの構築等のため平成１６年３月に
設置した基金。基金は会費、自主事業収益を原資に造成されており、国からの財政支出はない。

登録事務に要する経費については、既に法人の財務諸表において公表しているところ
であるが、収支の透明性を一層高めるため、登録事務の収支状況を別途ホームページ
で公表することとする。（平成２２年度中実施）

○ 国の委託事業の調達の見直し
Ｈ２２年度、企画競争方式で当法人に委託している委託事業について、今後、一般競争
入札（最低価格落札方式）による調達の実施を予定。


